
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐倉市教育委員会 

 



 

 

 

 



- 1 - 

 

令和５年度 教育目標 

〔基本理念〕（第３次佐倉教育ビジョンより） 

わたしが輝き、地域が輝き、未来が輝く、“ 佐倉のひとづくり ” 

 

〔めざすべき佐倉市民像〕（第３次佐倉教育ビジョンより） 
（１）思いやりのある豊かな心を持ち、自然や文化を大切にする人 

（２）よく学び、自ら考え、進んで行動する人 

（３）佐倉への愛着と国際的な視野を持って社会に関わる人 

 

〔基本方針〕（第３次佐倉教育ビジョンより） 

〔1〕子どもの「輝く」力の向上をめざす【学校教育】 

〔2〕子どもが「輝く」ための教育環境の整備・充実をめざす【教育環境】 

〔3〕市民や地域の「輝く」力の向上をめざす【生涯学習】 

〔4〕佐倉の「輝く」力の向上をめざす【文化・芸術】 

〔令和４年度施策の主な成果〕 

令和４年度は、『第３次佐倉教育ビジョン前期推進計画（令和２年度～令和５年度）』

の３年目として、新型コロナウイルス感染症の感染状況を注視しつつ令和５年度末の達

成目標に向けて佐倉の教育の充実に努めました。 

施策の主な成果について、『第３次佐倉教育ビジョン前期推進計画』の重点事業から

特色のあるもの、新たに取り組んだ事項など主なものを以下に表記します。 

なお、施策事業の実績・成果及び評価については、「教育委員会の事務執行にかかる

点検評価報告書」を作成し公表いたします。 

 

（１）確かな学力の向上のため、佐倉市独自の学習状況調査を実施し、教育センタ
ー報告会、教育センターだよりで調査結果の周知・啓発を行いました。また、
過去３年間の経年変化データや調査分析結果を全小中学校へ提供し活用するこ
とで、指導方法の改善に取り組みました。 

 

（２）児童生徒一人につき一台のタブレット端末の導入により、授業では視覚に訴
えた教材の提示が可能になり、児童生徒の理解が深まりました。また、発表や
話し合い活動では、端末を使って効果的な説明や発表を行うことができるよう
になり、思考力・表現力の伸長につながりました。休校時や欠席している児童
生徒に対して授業を配信することにより、希望するすべての児童生徒が等しく
授業を受けることができるようになりました。 

 

（３）佐倉学道徳教材検討委員会を開催し、検討委員が授業実践をもとに佐倉学道
徳副読本の内容について検討を行うなど、より良い教材となるよう、副読本の
改訂作業を進め、佐倉学道徳副読本の試作版を発行しました。 

 
（４）「佐倉学」の推進における取組として、各小学校６学年児童に改訂版佐倉学副

読本「ふるさと佐倉の歴史」を配付するとともに、次年度に向けて佐倉学副読
本「ふるさと佐倉の歴史」の改訂・配付準備を進めました。また、研究モデル
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校である内郷小学校と西志津中学校において「佐倉学を通した社会参画意識を
高める学習の工夫」についての研修を進めました。また、令和４年度「佐倉学
検定」を実施し、小中学生約２,２００名が受検しました。 

 
（５）佐倉市文化祭小中体育大会を実施し、新体力テストでは体力優良の児童に体

力優良証を交付するなど、体力向上の推進を図りました。また、児童生徒が参
加する小中学校体育連盟主催・教育委員会共催の各種競技大会への参加に伴う
経費の一部を補助しました。 

 

（６）学校給食について、新型コロナウイルス感染予防のため、衛生面に配慮した
給食を実施するとともに、全小中学校で「城下町佐倉・江戸ぐるめ献立」、「ク
ララホイットニー献立」、「佐倉うまいもの自慢献立」など特色ある給食を実施
しました。また、食に関する指導の全体計画の作成が完了しました。 

 

（７）学校の教育環境の向上を図るため、令和２年度から計画的に進めている老朽
化したトイレの改修工事について、令和４年度は下志津小学校、弥富小学校、
青菅小学校、上志津小学校、王子台小学校、井野小学校において実施しました。 

 

（８）衛生的で機能的な給食施設・設備を維持するため、耐用年数を超えた給食備
品等の購入や給食施設等の修繕等を行いました。 

 

（９）少人数によるきめ細やかな指導を行うため、小規模特認校である弥富小学校
及び和田小学校に学校支援補助教員を１名ずつ配置しました。また、児童数増
加に向けての取組として、ポスターの作製・配付・掲示、小規模特認校公開授
業等を実施しました。 

 

（10）教育支援委員会を開催し、適正な就学及び、必要な支援について、調査審議
を行いました。また、特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する
幼稚園・小中学校に特別支援教育支援員を配置し、一人ひとりの教育的ニーズ
に応じた学習及び学校（園）生活における支援の充実に努めました。 

 
（11）アイアイプロジェクト活動を推進し、地域の方々と連携して児童生徒の登下

校時の安全確保に努めるとともに、学校と地域の交流を図りました。また、警
備業者委託による登下校時の巡回パトロールや教育委員会事務局職員による青
色回転灯装備車を用いた巡回パトロールを実施しました。さらに、令和３年度
に行われた小学校の通学路緊急一斉点検の結果を受け、７８箇所のうちの対策
が済んだ箇所をホームページで更新し、児童生徒の登下校時の安全確保に努め
ました。 

 

（12）学校運営委員会や下部組織である環境整備委員会、学校安全部会、学校開放
部会の開催など、保護者や地域住民が学校運営に参画し、地域と学校が共通の
目的を持ち、一体となって、よりよい教育の実現に向けて取り組むことができ
ました。 

 

（13）生徒指導担当者会議における研修、いじめの月例調査の実施、学校支援アド
バイザーの派遣等により、教職員のいじめ問題に対する意識が変わり、迅速か
つ組織的に対応することができました。また、いじめ事案に対しては、指導主
事と学校が緊密に連携を取り、迅速ないじめの解消につながりました。 

 
（14）児童生徒や保護者の様々な課題に対応するため、面接・電話・訪問相談を行

い、学校との連携を図りながら指導・支援を行いました。さらに学校教育相談
員による適応指導教室の運営を通して、不登校傾向の児童生徒の居場所を確保
し、学校と連携して社会的自立に向けた指導・支援を行いました。また、心の
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教育相談員を小学校に配置するとともに、スクールカウンセラーや各関係機関
等と連携し、児童生徒や保護者、教職員の相談に対応しました。 

 

（15）市立幼稚園、小学校及び中学校に在籍している園児、児童及び生徒の全世帯
を対象として、令和５年１月～３月分の給食費を全額補助することで、保護者
の負担軽減を図りました。 

 
（16）市民の教育への興味や参加意識の向上を図るため、１１月１６日の「佐倉市

教育の日」や関連行事について、ホームページ、広報紙、チラシ、フェイスブ
ック、ツイッター等で周知を行うとともに、佐倉の特色を生かした事業を実施
しました。 

 

（17）地域で活動する人材の育成を図るため市民カレッジを開講しました。令和４
年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、授業は午前又は午後のみと
し、コロナ禍を考慮して、自宅でも学習できるよう、授業の様子を録画した動
画を佐倉市民カレッジのホームページにて、生徒向けに期間限定で公開しまし
た。また、文化祭は、一部の催しの変更等の感染対策を講じた上で３年ぶりに
対面開催をしました。 

 
（18）地域づくりに寄与する人材の育成を図るため２年制のコミュニティカレッジ

さくらを開講しました。昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、講義を午前又は午後の半日とするなど感染対策を講じつつ、居住する
地域に目を向け、地域課題に対して関心を高め、地域課題解決の手立てを学ぶ
講座を開催しました。 

 
（19）新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、家庭教育学級、学童期子育

て学習講演会、子育て理解講座について各校の実情に応じて実施方法を調整し
て行いました。学童期子育て学習講演会では、講演会をＹｏｕＴｕｂｅ配信し、
講演会を開催できなかった学校にも周知を図りました。また、子育て理解講座
については、講座のＤＶＤを作成し、講師派遣を希望しない学校でも校内で実
施できるようにしました。 

 

（20）開館前の「夢咲くら館」を佐倉の秋まつり開催時に施設の一部を一般開放し
たほか、新型コロナウイルスのワクチン接種会場として使用するなど、地域の
拠点として活用を図りながら開館準備を進め、令和５年３月４日に「夢咲くら
館」の開館を迎えました。 

 
（21）図書館にて平和に関する展示を８月に行いました。 

 

（22）読書に親しむ機会を充実させるため、新型コロナウイルス感染症拡大防止対
策を講じたうえで、人形劇おはなしきゃらばん、大人のためのお話会、教養講
座「源頼朝と房総の武士たち」と関連図書の展示を行いました。 

 
（23）国指定史跡である井野長割遺跡の適切な維持管理を行うとともに、学校や公

民館等への講師派遣や普及活動を実施しました。 

 
（24）武家屋敷、旧堀田邸、佐倉順天堂記念館について、市内外の小学校等の校外

学習の積極的な誘致を行いました。また、武家屋敷と旧堀田邸のＶＲ映像を公
開しました。 

 

（25）文化情報誌『風媒花』第３５号を発行し、芸術文化の普及促進に努めました。 
 
（26）市立美術館で企画展「イラストレーター安西水丸展」、「没後 35年清原啓子銅
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板画展」を、新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえで開催しました。 
 

（27）市立美術館の教育普及プロジェクトとして、対話による美術鑑賞ミテ・ハナ
ソウを、コロナ対策を取りつつオンラインと展示室内の対面プログラムのどち
らでも実施しました。また、市内の小学校と連携して出前授業や美術館訪問を
実施しました。そのほか、千葉市にある神田外語大学で海外からの留学生を対
象とした対話型鑑賞プログラムを実施。美術館訪問とセットで授業を行うこと
で、美術館への来館と展示室内プログラムの実施へとつなげました。 
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〔令和５年度施策の特徴及び重点項目〕 

施策の主な特徴として、「①ＩＣＴを活用した学習活動の実施など、より充実した学校

教育の推進」、「②登下校時における児童生徒の安全により配慮した見守り活動や学校

施設の改修など、安全・安心・良好な学習環境の整備」、「③公民館・図書館等におけ

る生涯学習の振興」、「④佐倉図書館跡地駐車場整備など生涯学習環境の整備」、「⑤歴

史文化資産や佐倉の魅力を生かした文化振興」の５点が挙げられます。 

この５点を含め、『第３次佐倉教育ビジョン前期推進計画』及び以下の重点項目に基

づき、各事業の進捗状況を把握し、着実かつ効果的に成果を上げられるよう、各施策を

推進します。 

 

（１）学力向上・学習内容の充実に取り組みます 

①ＩＣＴを活用した情報教育を推進し、児童生徒の学習意欲の向上や「主体的・

対話的で深い学び」の視点からの授業改善を進め、学習活動の一層の充実を図

ります。 

②【新規】ＩＣＴを活用した授業実践をデータベース化し、「いつでも・どこで

も・だれでも」触れることができる環境を整え、ＩＣＴを活用した効果的な授

業をイメージできる工夫をします。 

 

（２） 豊かな人間性を育む教育に取り組みます 

①佐倉学道徳副読本及び佐倉学道徳教材の活用状況を調査するとともに、令和

４年度に作成した佐倉学道徳副読本の試作版の内容について、佐倉学道徳教

材検討委員会において更なる検討を進めます。 

②佐倉学道徳副読本を小中学校で活用することにより、児童生徒の郷土を愛す

る心を育てます。 

③佐倉市文化祭小中体育大会、体力優良証交付などを行うことにより、児童生徒

の体力の向上と健康の保持増進を図ります。 

④学校給食への地場産物の使用などを通じて児童生徒への食育を推進します。 

 

（３）良好な学習環境を整備します 

①【継続】老朽化したトイレの全面改修を進めることで、学習環境の向上を図りま

す。 

②小中学校施設の安全対策と老朽化対策に取り組み、施設の維持管理に努めます。 

③老朽化した給食施設・設備の補修工事を実施し、安全・安心な環境の下で円滑

な学校給食運営を図ります。 

④小規模特認校として指定された弥富小学校及び和田小学校に学校支援補助教

員を１名ずつ配置し、少人数によるきめ細かな指導を行います。 

⑤【拡充】特別な支援を必要とする幼児児童生徒のいる幼小中学校に特別支援教

育支援員を配置するほか、医療的ケアの必要な児童が在籍する学校に看護師を

配置することで、一人ひとりの教育的ニーズに応じた学習や生活支援の充実に

努めます。 
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（４）地域に開かれた学校運営を行います 

①教育懇話会の開催を通して、市民と共に佐倉の教育について考え、今後の教育

施策に生かすことで地域に信頼される学校づくりを目指します。 

②地域との連携を深め児童生徒の登下校時の安全確保に努めます。 

③学校運営委員会等の学校・家庭・地域の連携を行う取組を推進します。 

④【新規】「地域の子供たちは地域で育てる。」という意識の下、部活動の在り方

について調査研究を進めます。 

 

（５）安心して学校に通える環境を提供します 

①「佐倉市いじめ防止基本方針」に基づき、「佐倉市いじめ対策調査会」、「佐倉

市いじめ問題対策連絡協議会」、「佐倉市いじめ防止子供サミット」を開催する

とともに、学校支援アドバイザーを巡回派遣するなど、いじめ防止のための対

策を推進します。 

②児童生徒や保護者の様々な課題に対応するため、学校教育相談員及び心の教育

相談員を配置するとともに、スクールカウンセラーや各関係機関等と連携し、

教育相談体制を充実させます。 

③【新規】多子世帯の保護者の経済的負担の軽減を図り、子育て支援を推進するた

め、第３子以降の給食費を補助します。 

 

（６）市民の生涯学習を推進します 

①佐倉の教育への関心を高めるため、「佐倉市教育の日」関連行事を充実させま

す。 

②地域との連携を持ちながら住みよいまちづくりを考え、実践を通した生涯学

習の場として市民カレッジを運営します。 

③佐倉学事業の充実を図ります。 

④家庭の教育力向上のため、学校や地域と連携した家庭教育を充実させます。 

 

（７）生涯学習の環境を整備します 

①【新規】佐倉図書館跡地駐車場整備工事を進めます。 

 

 （８）歴史・文化資産を保全・活用します 

①国指定史跡である井野長割遺跡の適切な維持管理を行います。 

②歴史文化資産について、各種講座や見学会等を開催し、郷土への関心と愛着を

高めます。併せてこれらの資産に関して、ホームページやリーフレット、ＳＮ

Ｓ等で広く情報発信を行い、佐倉の歴史文化的な魅力について市内外に周知

します。 

 

（９）芸術文化の普及を推進します 

①文化情報誌『風媒花』の発行等を通して、芸術文化の普及を促進します。 
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教育ビジョンに基づく施策の内容  
 

（１） 学力向上・学習内容の充実に取り組みます 

 児童生徒の習熟度等を学習状況調査を通じて把握し、各学校の職員研修や指導方法

改善に生かすことなどにより、「わかる授業」「楽しい授業」を実践し、「もっと学

びたい」という意欲を高めるとともに、各教科や総合的な学習の時間では、自ら課題

を見つけ自ら解決する力や学び合いなどを通じてコミュニケーション能力を育ててい

きます。 

また、家庭との連携を図りながら学習習慣の確立に努めます。 

 

■ 確かな学力の向上 
①学習指導要領に基づく学習の習熟度を把握するため、全国学力・学習状況調査の全数

調査に参加し、その結果をもとに各学校における児童生徒の確かな学力の定着を図る

取組を推進します。 

➢ 全国学力・学習状況調査（国語、算数・数学、英語）への参加 

［対象：全小中学校 小学校６学年及び中学校３学年］ 

➢ 各学校における学習状況調査結果の分析と指導方法の改善 

➢ 主体的・対話的で深い学びを意識した授業改善 

 

②ＧＩＧＡスクール構想の実現に向け、タブレット端末を授業等で活用し、児童生徒の

学習意欲の向上や「主体的・対話的で深い学び」につながる取組を推進します。  

➢ 一斉学習における教員による教材の提示 

➢ 授業内での調査活動や表現・制作活動及び家庭学習における個別学習 

➢ 発表や話し合い、複数人による意見交換や作品制作等における協働学習 

➢ オンラインによる授業配信や双方向による意見交換 

➢ 【新規】ICTを活用した授業実践のデータベース化 

 

③一人ひとりの児童生徒に確かな学力を身に付けさせるため、基礎・基本の確実な習得

を図る取組を推進します。 

➢ 全小中学校における「好学チャレンジ教室」の開催 

➢ 好学チャレンジプリント等の活用による基礎・基本の定着 

➢ 各学校におけるドリルタイムの工夫や補充学習の充実などの学力向上の取組 

 

④近隣大学等との連携を図り、教員志望の意欲・情熱のある学生を小中学校に派遣し、 

学習指導の一層の充実を図ります。 

➢ 近隣大学との連携による学力向上サポートティーチャーの派遣 

➢ ちば！教職たまごプロジェクト研修生の派遣 

 

⑤幼稚園及び全小中学校に英語指導助手※１（ＡＬＴ）を派遣し、生きた英語に触れる機

会を充実させ、児童生徒の英語を用いた実践的なコミュニケーション能力の育成を

図るとともに、国際理解教育を推進します。 

➢ 英語指導助手の派遣 

 

⑥佐倉市の重要教育課題に基づき研究モデル校を指定し、市や学校の特色を生かした研

究の推進を通して、児童生徒の学力の向上を目指します。 

➢ 佐倉市研究モデル校  
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※ 研究モデル校：本市の教育施策の具現化に向け、モデル校として課題解決につい

て実践研究を進める学校のこと。 

    ・よりよく生きるための道徳性を磨き、自己を見つめる道徳教育 

〔臼井南中学校（令和４年度～令和５年度）〕 

    ・主体的・対話的で深い学びの実現に向けた学習指導 

      〔南志津小学校（令和４年度～令和５年度）、小竹小学校（令和５年度～令和６年度〕 

・インクルーシブ教育システムを取り入れた授業のあり方  

〔白銀小学校（令和２年度～令和５年度）〕 

    ・佐倉学を通した社会参画意識を高める学習の工夫 

  〔西志津中学校（令和４年度～令和５年度）、内郷小学校（令和４年度～令和５年度）〕 

    ・コミュニケーションを図る資質・能力を高める外国語教育 

  〔王子台小学校（令和２年度～令和５年度）〕 

・将来の夢と学業を結びつけ学習意欲を高めるキャリア教育 

  〔志津中学校（令和４年度～令和５年度）〕 

・地域の特色や人材を生かした学校運営 

 〔和田小学校（令和２年度～令和５年度）〕 

 ・ＩＣＴ機器を活用した学習指導 

〔臼井中学校（令和 3年度～令和５年度）、佐倉中学校（令和５年度～令和６年度〕 

    ・主体的・対話的で深い学びの実現に向けた体育科学習 

     〔上志津小学校（令和５年度～令和６年度）〕 

    ・地域と連携した福祉教育の推進 

     〔臼井西中学校（令和５年度～令和７年度）〕 

 

➢ 公開研究会等への支援 

・令和５年度授業公開及び公開研究会の開催支援 

 

  〔その他〕 

➢ 地方技術教育センター指定 

「技術・家庭科」〔佐倉中学校（継続）〕 

➢ 青少年赤十字活動採用校 

〔内郷小学校（継続）、千代田小学校（継続）、 

佐倉中学校（継続）、井野中学校（継続）、佐倉東中学校（継続）〕 

 

⑦市内幼稚園と小学校の交流の場を増やし、子供の実情や指導方法等に関する共通理解

を図り、小学校への円滑な接続に向けて取り組みます。また、市立幼稚園における教

育内容や指導方法の改善及び充実を図ります。 

➢ 教職員向けの参考資料の作成 

➢ 研究調査や好事例などの情報提供 

➢ 幼稚園への訪問 

 

⑧小学校３、４年生を対象に佐倉市や千葉県に関する資料をまとめた社会科副読本を授

業で活用することにより、児童の佐倉市や千葉県への関心を高め、知識を深めます。 

➢ 社会科副読本『わたしたちの佐倉市３・４年生用』の活用  

➢ 社会科副読本編集委員会の開催 

 

⑨小学校理科実験支援員※２を小学校に派遣することで、実験・観察等の授業の充実、 
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科学への関心・意欲の向上、理科室等の環境整備を推進します。 

➢ 小学校理科実験支援員の派遣 

 

⑩児童生徒が自然の不思議さや科学の楽しさを味わい、自然現象への興味や関心を高 

め、自ら科学する心を育む取組を進めます。 

➢ 自然科学に関する「楽しい科学教室」の開催 

➢ 「児童・生徒科学作品展」の開催 

➢ 「科学の甲子園ジュニア千葉大会」への参加 

 

⑪全ての教育活動を通して言語活動を充実させ、学習の基盤となる国語力の育成に努 

めます。 

 

⑫児童生徒の思考力や判断力、表現力などを培う、探究・協働型の授業実践を推進し   

ます。 

 

⑬習熟度別指導や発展学習・補充学習を取り入れた学習など、個に応じた指導の充実を

図ります。 

 

 

■ 教職員の指導の質の向上 
①教育委員及び教育委員会職員が定期的に学校を訪問し、特色ある教育活動や学校の 

課題を把握することで、各学校の学校運営や指導方法の改善に役立てます。  

➢ 教育委員会訪問の実施 

 

②教職員の適正な服務の遂行のため、教育委員会職員が計画的に学校を訪問し、諸表簿

の点検・指導、服務の厳正に係る指導及び教育環境に関する指導等を行います。 

➢ 管理訪問指導の実施 

 

③指導主事等が計画的に学校を訪問し、指導や助言等を行うことにより、各学校におけ

   る授業の改善や教員の指導力向上などに取り組みます。 

➢ 指導主事等のタイムリーアドバイスによる支援 

➢ 研究モデル校への担当指導主事による支援 

 

④「佐倉市教職員研修体系」に基づき開催する各種研修会や会議等を通して、教職員の

自己研鑽に対する意識を高めるとともに、使命感の涵養と指導力の向上を図ります。 

➢ 職務別研修 

    ・教頭研修会 

  ・養護教諭研修会 

       ・栄養教諭・学校栄養職員研修会 

         

➢ 専門研修    

・小・中学校理科実験講座（基礎） 

・佐倉学研修会 

・ALT研修会 

    ・ALT・JTE合同研修会（小学校） 

・学校保健研修会 

    ・人権教育研修会 
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    ・特別支援教育研修会 

・特別支援教育支援員研修会 

   ・教育講演会 

   ・長欠対策研修会 

   ・教育相談基礎講座 

   ・教育センター報告会 

   ・学校図書館司書研修会 

   ・学校事務研修会 

    

➢ 担当者会議 

    ・主幹教諭・教務主任会議 

 ・研究主任会議 

    ・生徒指導担当者会議 

 ・特別支援教育担当者会議 

・安全主任会議 

・ＡＬＴ担当者会議 

・体育主任会議 

・長欠担当者会議 

 

⑤学校・家庭等における教育課題について、教育センターで調査・分析した結果をも 

とに報告・提言し、各学校の教育活動の充実を図ります。 

➢ 佐倉市教育センター報告会の開催 

➢ 佐倉市教育センターだよりの発行 

 

 

※ 学校等へ配置する補助教員等の人数         （令和５年度） 

※1 英語指導助手 １９人 

※2 小学校理科実験支援員  １人 
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（２）豊かな人間性を育む教育に取り組みます  

 現代社会は、生活環境や生活様式の変化、コミュニケーション不足などにより家族

や地域間のつながりが希薄になっています。また、社会全体のモラルや規範意識の低

下も見られます。こうした中で、人間としての在り方を自覚し人生をより良く生きる

ために道徳教育の充実を図ります。 

音楽・図工（美術）等の教科や道徳・特別活動等の領域においては、情操や徳性を

養うことにより「豊かな心」を育んでいきます。 

また、学校給食を生かした食育や健康指導とともに、児童生徒の体力の向上をめざ

すことにより、「健やかな体」を育んでいきます。 

 

■ 心の教育の充実 

①児童生徒の郷土佐倉への愛着を育むとともに、人材育成の一助となるよう、郷土の先

人や佐倉を素材とした道徳教材のよりよい活用に取り組みます。 

➢ 『佐倉学道徳副読本』や地域の自然や文化に関する内容をまとめた「佐倉学道徳教

材」を活用した授業の実施 

➢ 『佐倉学道徳副読本』及び「佐倉学道徳教材」の活用状況の調査・分析 

➢ 『佐倉学道徳副読本』、「佐倉学道徳教材」及び指導案の改訂 

➢ 新たな「佐倉学道徳教材」の開発 

 

②自分の大切さとともに他の人の大切さを認めることができ、あらゆる不合理な差別を 

  許さないなど、人権が尊重された共生社会の実現を担う児童生徒の育成及び支援を行 

  います。 

➢ 学力向上学級の開催 

➢ 小中学校における人権教育推進体制の整備 

➢ 人権週間での取組等の充実 

➢ 教育相談や進路相談の実施 

 

③児童生徒が平和の大切さについて学ぶ機会を設け、一人ひとりが恒久平和を願い、行 

  動することができるよう、平和意識の啓発につながる学習機会を提供します。 

➢ 広島県又は長崎県への佐倉平和使節団の派遣 

➢ 小中学校における平和に関する学習会の開催 

 

④小中学校におけるキャリア教育の推進を通して、児童生徒が他人の生き方や働くこと

の大切さなどを学び、自分の生き方や将来を考える機会を提供します。 

➢ 小中学校におけるキャリアパスポートの作成 

➢ 職場体験学習等の実施 

➢ 東邦大学医療センター佐倉病院と連携した模擬手術体験学習の実施 

➢ 研究モデル校によるキャリア教育に係る実践研究 

 

⑤児童生徒が学校を離れて行う体験的な学習活動を支援します。また、校外活動を通し

て、地域の自然や社会と積極的に関わろうとする態度の育成を図ります。 

➢ 子供議会の開催 

➢ 佐倉少年少女発明クラブの開講 

➢ 幼・小・中学校図画書写作品展の開催 

➢ 環境教育に関する指導資料や啓発資料の活用 

➢ みどりの少年団活動の実施 
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➢ 各種音楽発表会やコンクールへの参加を支援 

➢ チューリップの植え付け体験学習の実施  等 

 

⑥地域の社会人を講師とした授業や活動を各学校で実施し、社会人との交流を深め、心

豊かな児童生徒の育成を図ります。 

➢ 社会人活用による授業・部活動の充実 

➢ 稲作や野菜作りなどの体験学習の実施 等 

 

 

■ 学校教育における 「佐倉学」の推進   
①全小中学校で「佐倉学」に取り組むことで、児童生徒の郷土佐倉への興味、関心を高 

め、郷土を愛する心を育てます。佐倉学研修会を開催し、佐倉学への理解促進を図り 

ます。 

➢ 各学校における「佐倉学」の推進 

➢ 佐倉学副読本『ふるさと佐倉の歴史』、『郷土の先覚者』等の活用 

➢ 佐倉の自然に関わる教科横断的な学習の推進 

➢ 佐倉学道徳副読本『佐倉の道徳』等を活用した道徳教育の充実 

➢ 佐倉学研修会の開催 

➢ 「佐倉学」に関する学習への文化課職員の派遣 

➢ 「佐倉学検定」の実施 

 

 

■ 読書や芸術文化学習の支援・異文化理解の推進  

①楽しい英語教室の開催などを通して、国際理解教育を推進します。 

 

②小学校と市立図書館が連携し、児童に絵本の読み聞かせなどを行い、読書普及に努め 

ます。また、貸出要望があった各小中学校へ読書用図書及び調べ学習用図書の団体貸 

出を行います。 

➢ 小学校と市立図書館との連携による読書活動の推進 

➢ 小学校訪問おはなし会の開催 

➢ 小中学校への団体貸出の実施 

➢ 本の講座や体験講座等の開催 

 

③ふるさと佐倉の歴史や文化を学ぶことで、日本の歴史や文化への理解を深めるとと 

もに、オランダとの交流事業などを通じて国際理解の推進を図ります。 

➢ 佐倉日蘭協会との連携によるオランダ児童との交流（佐倉・オランダ児童交流事業は

休止中。その他の交流方法を佐倉日蘭協会と協議予定。） 

➢ 佐倉日蘭協会によるオランダ関連事業の支援 

 

④学校と市立美術館が連携し、授業の一環として優れた芸術文化に触れることにより、 

児童生徒の豊かな心を育みます。 

➢ 市立美術館における鑑賞教室の開催 

➢ ギャラリートーク、施設見学の実施 

➢ 学校への出前授業の実施 

➢ 中学校の職場体験の受入 

➢ 市立美術館における対話による美術鑑賞プロジェクト ミテ・ハナソウの実施 

➢ アート・カードや芝千秋作品の貸し出し 
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■ 食育の推進・健やかな体の育成 
①児童生徒の体力向上に向けての取組を推進します。 

➢ 佐倉市文化祭小中体育大会の開催 

➢ 全国体力・運動能力、運動習慣等調査への協力 

（対象校：全小中学校、対象：小学校５学年及び中学校２学年） 

➢ 各学校での新体力テストへの積極的な参加と結果の分析 

➢ 体力運動能力調査Ａ判定の児童生徒に運動能力証、体力優良証の交付 

➢ 体力向上推進会議等における体力向上推進のための協議  

➢ 民間プールとの連携による水泳授業の取組〔佐倉小学校・西志津小学校〕 

 

②学校給食を通して、児童生徒及び家庭・地域における食育と健康教育を推進します。

また、食に関する指導の充実と生活習慣病予防教育における個別相談指導を行い、

望ましい食習慣の確立に取り組みます。 

➢ 食育授業の実施 

➢ 給食を生かした健康教育の推進 

➢ 安全・安心な給食を提供するための地場産物を中心とした献立作りの推進 

・郷土の先覚者である津田仙が国内に広めた西洋野菜を使用した「津田仙給食」の実施 

・多くの地場産物を使用した「佐倉うまいもの自慢献立」を学校給食週間に実施 

・「佐倉市教育の日」に関連した「城下町佐倉・江戸ぐるめ献立」の実施 

➢ 地産地消を推進するための地場産物推進会議の開催 

➢ 家庭や地域を対象とした学校給食試食会、家庭教育学級等における食育の推進 

➢ 教科等と関連づけた「食に関する年間指導計画」に基づく指導の充実及び児童生徒の 

望ましい食習慣の確立 

➢ ホームページの活用、イベントへの参加による食育等の情報提供の推進 

➢ 生活習慣病予防教育における個別相談の充実 

➢ 食物アレルギー対応について理解を深めるため、学校薬剤師と連携し、全小中学校で

エピペン研修会の実施 

 

③児童生徒の健康の保持増進を図るため、健康診断、感染症の予防その他学校におけ 

る必要な保健管理を行います。 

➢ 生活習慣病予防を目的とした健康診断、心臓・腎臓疾患予防対策、歯科管理健診、

結核予防対策の実施 

➢ 生活習慣病予防講演会の実施 

➢ 学校歯科医、歯科衛生士の協力を得た歯科管理健診の実施 

➢ 学校医・学校歯科医・学校薬剤師や地域関係者の協力を得た学校保健委員会による

活動の推進 
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（３）良好な学習環境を整備します  

 子どもたちの学習活動にとって、安全で、安心して学ぶことができる環境づくりは

不可欠です。 

学校施設の維持・補修については随時実施するとともに、大規模な改修などについ

ても、計画的な整備を進めます。その他、児童生徒が安全かつ安心して学習ができる

ように教育環境の充実に努めます。 

 

■ 学校の施設整備の推進 
①安全・安心な学習環境の整備に向けて、学校施設やグラウンドの整備を計画的に実施 

します。 

➢ 小学校施設の環境整備 

  ・【継続】老朽化したトイレの改修工事（校舎・体育館） 

〔佐倉小学校、小竹小学校、志津小学校〕 

・【継続】老朽化したトイレの改修設計（校舎） 

       〔西志津小学校〕 

 ・【継続】校舎の予防保全改修工事〔千代田小学校〕 

・【継続】電気設備の更新 

〔根郷小学校、南志津小学校、小竹小学校、間野台小学校、王子台小学校、 

青菅小学校、寺崎小学校、染井野小学校、白銀小学校〕 

  ・【継続】教室床の改修工事〔佐倉小学校〕   

・【新規】水飲み場給水配管敷設替え〔佐倉小学校〕 

 ・【新規】普通教室整備他工事〔寺崎小学校〕 

・【新規】門扉改修及びフェンス設置工事〔寺崎小学校〕 

 

➢ 中学校施設の環境整備 

・【継続】老朽化したトイレの改修工事（校舎・体育館） 

〔臼井中学校、井野中学校、西志津中学校、臼井南中学校〕 

・【継続】老朽化したトイレの改修設計（校舎・体育館） 

〔臼井西中学校、佐倉東中学校、南部中学校、上志津中学校〕 

・【新規】廊下床の改修工事〔佐倉東中学校〕 

・【新規】グラウンドの改修工事〔南部中学校〕 

 

➢ 小中学校施設(共通) 

・【新規】体育館のLED照明リース〔小学校11校、中学校７校〕 

 

➢ 幼稚園・小中学校施設(共通) 

・【継続】小中学校・幼稚園普通教室等の空調設備の維持管理 
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■ 学校の教育環境の整備 
①弥富小学校及び和田小学校（小規模特認校）に学校支援補助教員※３を配置し、少人

数によるきめ細かな指導を行うための教育支援を行います。また、自然に恵まれた

豊かな環境の中で地域と連携した特色ある教育活動を推進します。 

➢ 弥富小学校及び和田小学校への学校支援補助教員の配置 

➢ 小規模特認校制度の周知及び広報の実施 

➢ 小規模特認校への転入生の募集活動の実施 

 

②多人数の学級を数多く抱える井野小学校、西志津小学校及び志津中学校に学校支援 

補助教員を配置し、きめ細かな少人数指導及びティームティーチングを実施し、個々

の習熟度に応じた学習支援を行います。 

➢ 少人数指導支援推進事業 

 

③教職員が効果的な指導を行える環境を整備するとともに、児童生徒の毎日の学習が支 

障なく行えるように、小中学校の教材備品等の購入及び維持管理を行います。 

➢ 教職員用の研修図書の購入 

➢ 理科実験後に生じる不要薬品の処理 

➢ 学校に整備されている顕微鏡の維持管理の実施 

➢ 教材備品、体育用消耗品の購入 

 

④ＧＩＧＡスクール構想に基づくＩＣＴを活用した学習環境の整備を推進し、コンピ 

ューターを活用した情報教育を充実させます。 

➢ 小中学校で使用するパソコン機器等の整備・運用管理 

➢ セキュリティ対策の強化 

➢ GIGAスクール構想に基づくICTを活用した学習環境の整備 

 

⑤児童生徒が自主的に読書や情報収集を行うことができる環境を整備することで、豊

かな心を育てるとともに、これからの社会で必要とされる知識を取捨選択し、活用す

る力を育てます。 

➢ 課題図書等の新規購入 

➢ 老朽化した図書の更新 

➢ 日本十進分類法に基づく背ラベルの貼付 

➢ 全小中学校図書館に新聞を配備 等 

  

⑥児童生徒が読書の楽しさを知り、児童生徒の読書量を増やすため学校図書館司書※４

を配置します。また、学校図書館司書の専門的な知識を生かして的確な支援を行う

ことで学校図書館教育の推進を図ります。 

➢ 学校図書館司書の派遣（１１名の司書がそれぞれ３校又は4校を担当） 

➢ 各学校による児童生徒の「読書の時間」への支援 

 

⑦新型コロナウイルス感染症の影響を最小限に止めつつ学校教育活動を継続できる環

境を維持するため、感染者及び濃厚接触者の発生に伴う対応や学校における効果的

な換気対策に係る取組を実施するにあたり、学校教育体制の整備を支援します。 

➢ 小中学校の感染者等発生時の衛生用消耗品の購入 

➢ 小中学校の効果的な換気対策用備品の購入 
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■ 一人ひとりのニーズに応じた教育の推進 
①【拡充】佐倉市教育支援委員会を開催するとともに、支援が必要な幼児児童生徒が在

籍する学校（園）に配置する特別支援教育支援員※５を増員し、より充実した学習や

生活の支援を行います。また、医療的ケアの必要な児童が在籍する学校に看護師※６

を配置し、医療的ケアを実施することで教育の充実を図るとともに、安心して学校生

活が送れるよう支援を行います。これらの配置を行うことで、一人ひとりのニーズに

応じた教育の推進を図ります。 

➢ 佐倉市教育支援委員会の開催 

➢ 特別支援学級と通常の学級への特別支援教育支援員の配置 

➢ 佐倉市特別支援教育連携協議会による子どもたちへのサポート体制の構築 

➢ 医療ケアの必要な児童が在籍する学校への看護師の配置 

 

②ことばの教室を核に、地域の教育資源の組み合わせの活用により、支援が必要な児童 

があらゆる場面で合理的配慮に基づく支援が受けられる体制を構築します。 

➢ 学校支援コーディネーター※７の派遣 

➢ ことばの教室（言語通級指導教室）の設置 

 

 

※ 学校等へ配置する補助教員等の人数         （令和５年度） 

※3 
学校支援補助教員 

(小規模特認校 ２人・少人数指導支援 ３人) 
５人 

※4 学校図書館司書 １１人 

※5 特別支援教育支援員 ７１人 

※6 看護師 ４人 

※7 学校支援コーディネーター ２人 
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（４）地域に開かれた学校運営を行います  

 より開かれた学校をめざして、引き続き授業の公開や教育ミニ集会を実施するとと

もに、アイアイプロジェクト活動をはじめとする地域の方々による学校活動への参

加を支援します。 

 また、「地域の子供たちは地域で育てる」という意識の下、部活動の在り方につい

て調査研究を進めます。 

 

■ 地域に開かれた学校づくり 
①「佐倉市教育の日」関連行事として教育懇話会を位置付け、教育ミニ集会との共催事 

業として教育懇話会を開催し、市民と共に佐倉の教育について考え、今後の教育施策

に生かすことで地域に信頼される学校づくりを目指します。 

➢ 教育懇話会の開催 

 

②学校と家庭・地域の連携を深め、子どもたちの健全育成を図るため、学校評議員会議、

教育ミニ集会を開催します。開かれた学校づくりを推進することにより、保護者や地

域から信頼される学校づくりを目指します。 

➢ 幼稚園・小中学校において学校評議員会議の開催 
➢ 小中学校において教育ミニ集会の開催 

 

③学校・保護者・スクールガードボランティアなど地域の方々との連携により実施する 

アイアイプロジェクト活動の推進を通して、登下校時の安全確保に努めるとともに、 

学校と地域の交流を図ります。  

➢ アイアイプロジェクト活動の推進 

➢ スクールガードフォーラムの開催 

➢ スクールガード情報交換会の開催 

➢ 警備業者委託による登下校時の巡回パトロールの実施 

➢ 教育委員会職員による下校時の巡回パトロールの実施 

➢ 全小学校において教育委員会職員による学期始めの登校指導の実施 

 

④学校の実情に応じながら、保護者のみならず、地域の方々が学校の運営に参画するこ 

とにより、地域に開かれ、支えられる学校づくりを推進します。 

➢ 学校運営委員会※による学校運営への取組 

〔白銀小学校、寺崎小学校、下志津小学校、南志津小学校、和田小学校、 

臼井小学校、弥富小学校、佐倉東中学校、臼井南中学校、上志津中学校〕 

※学校運営委員会：学校・家庭・地域が一体となって、よりよい教育の実現に取り組

むことを目的として、佐倉市において設けられた組織。地方教育行政の組織及び運

営に関する法律にいう「学校運営協議会」とは異なるもの。 

 

⑤各学校において、組織マネジメントに基づき、学校の教育活動を点検・評価し、その

改善を図り、結果をホームページや学校便り、保護者集会等を活用して公開すること

により開かれた学校づくりを推進します。 

 

⑥【新規】これまで教職員の献身的な勤務によって支えられてきた部活動について、「地

域の子供たちは地域で育てる」という意識の下、地域の団体や人材の活用を含めて、

在り方の調査研究を進めます。  

➢ 休日部活動指導の民間委託の実証実験 
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➢ その他、個人ボランティアによる指導事例などの調査研究  
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（５）安心して学校に通える環境を提供します  

いじめは絶対に許されない行為であるという認識の下、引き続き根絶に向けた取組

みを総合的に進めていきます。学習や生活、友人関係等の悩みや不登校などの問題の

解決に向け、教職員研修の充実、学校教育相談員やカウンセラーの配置など各種教育

相談機能の充実に引き続き努めます。 

また、多子世帯の保護者の経済的負担軽減のため、第３子以降の給食費を補助する

ほか、子どもの貧困の問題に関し、教育に係る負担の軽減を図ることにより、安心し

て学校に通い、学校生活を送ることができる環境づくりに努めます。 

 

■ いじめや不登校等への対応の充実 
①「佐倉市いじめ防止基本方針」及び、小中学校における「学校いじめ防止基本方針」

に基づき、いじめの防止、早期発見と適切かつ迅速な対処のできるいじめ防止体制の

整備を推進します。 

➢ 佐倉市いじめ問題対策連絡協議会の設置及び連絡会議の開催 

➢ 佐倉市いじめ対策調査会の開催 

➢ 佐倉市いじめ防止子供サミットの開催 

➢ 学校支援アドバイザー※8の学校への派遣 

 

②児童生徒が個々の教育的目標を達成するために必要な能力・態度等の育成をサポート

し、集団への適応力を高めることができるよう、教育センターやルームさくらなどを

活用することで、発達相談・教育相談の充実に努めます。 

➢ 児童生徒教育相談事業の充実 

・学校教育相談員※9による教育相談・発達相談、ルームさくら（志津教室・佐倉教室） 

の運営  

・心の教育相談員※10の学校への配置・相談活動の実施 

・スクールカウンセラー※11の学校への派遣・相談活動の実施 

・教育センターや教育電話相談室における電話又は来所相談の実施 

➢ 生徒指導専門家チームのサポート体制 

 

■ 教育に係る保護者の負担の軽減 
①経済的な理由により高等学校等での修学が困難な方を対象として奨学金を支給し、 

修学援助を行います。 

➢ 奨学資金補助事業 

 

②経済的な理由により就学が困難な児童生徒を支援するため、就学援助制度により経 

済的負担の軽減を行います。 

➢ 学用品費等、学校給食費、医療費の補助 

➢ 通学に要する費用の一部補助 

➢ 特別支援学級に就学する児童生徒の保護者への学用品費、通学費等の補助 

 

③市立幼稚園の教育環境を充実させるとともに、保護者の負担を軽減します。 

➢ 幼稚園型一時預かり事業の実施 

➢ 特定の世帯を対象として預かり保育料の無償化又は減額 

➢ 一定の所得階層世帯や多子世帯を対象とした給食費の免除 

 

④【新規】多子世帯の保護者の経済的負担軽減のため、第３子以降の給食費を補助しま 
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す。 

➢ 佐倉市第３子以降学校給食費補助事業の実施 

 

※ 学校等へ配置する補助教員等の人数         （令和５年度） 

※8 学校支援アドバイザー ５人 

※9 学校教育相談員 １０人 

※10 心の教育相談員 ８人 

※11 スクールカウンセラー １５人 

※11 は、千葉県教育委員会が配置する者。人数は令和４年度実績数。 
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（６）市民の生涯学習を推進します  

 令和５年３月に開館した夢咲くら館をはじめ、図書館・公民館において、市民の多

様化する学習ニーズに対応し、時代を捉えた学習機会を提供します。また、市民が参

加しやすい講座の開設や郷土資料の収集・活用などを通じて、佐倉学を推進します。

さらに、生涯学習活動で得られた知識や技能をボランティアとして、地域活動に生か

すことができる取組を実施します。 

様々な媒体を活用して情報発信を行い、人生１００年時代の到来に当たり、市民の

生涯学習に関する関心や参加意識の向上に努めます。 

 

■ 生涯学習の推進 
①教育に関する市民の理解を高めるとともに、佐倉市の教育の充実と発展を図るため、

１１月１６日の「佐倉市教育の日」を周知するほか、市民参加の各種事業を展開しま

す。 

➢ 「佐倉市教育の日」関連行事の開催 

 

②生涯学習による暮らしの充実と自己実現、及び地域で活動する人材の育成を推進しま 

す。 

➢ 市民カレッジ、コミュニティカレッジさくら等の市民大学の開講 

 

③多様な学習の機会と場、各種団体の活動情報などを提供し、公民館における生涯学習

の推進を図ります。 

➢ 家庭教育、青少年教育、成人教育等の各種講座の開催 

➢ 多様な学習や集会の場、団体情報等の提供 

➢ 学校や生涯学習に必要な視聴覚教材・機材の貸出 

➢ 『公民館だより』等の発行 

 

④読書に親しむ機会を充実させ、図書館における生涯学習の推進を図ります。 

➢ 子ども向けのおはなし会、おはなしきゃらばん、本の講座や体験講座等の開催 

➢ 一般市民を対象にした教養講座等の開催 

➢ 保育園・小学校への訪問事業、講師派遣事業、職場体験の実施 

➢ 小中学生に向けた「夏休みおすすめブックリスト」の作成 

➢ 地域資料の収集、保全、活用 

➢ 図書館ボランティア養成講座の開催 

➢ 【新規】高校連携事業 

 

⑤学校の校庭及び体育館等の施設を開放し、市民の健康増進、情操の涵養及び教養の向 

上に寄与します。 

 

⑥人権、平和問題について考える機会を提供します。 

➢ 人権教育講座講演会の開催 

➢ 図書館のコーナー等に平和に関するパネル展示、資料展示等の実施 

 
■ 生涯学習における「佐倉学」の推進 
①佐倉の特色である歴史、文化、自然等の学習機会の提供を通じて、郷土への理解を深 

め、郷土愛を育むため、「佐倉学」をテーマとする各種講座等を開催します。  

➢ 公民館における「佐倉学」の入門講座、専門講座、体験講座等の開催 
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➢ 公民館における佐倉っ子塾の開催 

➢ 図書館における佐倉学関連講座の開催 

➢ 佐倉学子供作品展の開催 

 

②「佐倉学」に関する事業の進捗及び推進に関する連絡・調整を行います。 

➢ 佐倉学推進会議の開催 

 

③図書館において、小中学生から一般市民までを対象とする「佐倉学」に関する図書の

選定を行うとともに、「佐倉学」に関する情報発信を行い、市民への普及を促進しま

す。 

➢ 佐倉図書館における「佐倉を学ぶフロア」の充実 

➢ 「佐倉学」推薦図書の選定及び普及 

➢ 「佐倉学」リーフレットの配布と活用 

 

■ 地域活動の担い手の育成 
①地域で活動する人材の育成に取り組むため、市民カレッジ、コミュニティカレッジさ 

くら等を開設します。 

➢ 市民カレッジの開講 

➢ コミュニティカレッジさくらの開講 

➢ ボランティア養成講座の開催 

 

②地域の青少年の健全な育成を図るため、地域教育活動団体を支援するとともに、成人

教育活動の推進を図ります。 

➢ 市ＰＴＡ連絡協議会の活動を支援 

➢ 各地域教育活動団体の活動の場を提供 

 

③公民館利用団体や、地域ボランティアの方々に必要な情報を提供することを通して、

社会教育団体や地域ボランティアの活動を支援します。 

 

 

■ 家庭教育の充実 
①子育てにおける家庭教育の重要性を認識し、問題解決を図ることができるよう各種 

講座や講演会を開催します。また、家庭の教育力向上のため、市立幼稚園及び小中学 

校に家庭教育学級を開設します。 

➢ 家庭教育講演会の開催 

➢ 就学前児童の保護者を対象にした学童期子育て学習講演会の開催 

➢ 中学入学前児童の保護者を対象にした思春期子育て学習講演会の開催 

➢ 中学生のための子育て理解講座の開催 

➢ 市立幼稚園・小中学校における家庭教育学級の充実 

➢ 公民館における家庭教育事業の実施 
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（７）生涯学習の環境を整備します 

市民に利用しやすい生涯学習活動の場として、施設を提供します。また、社会教育 

施設の効率的な管理運営を行うとともに、施設の改修など、生涯学習に係る環境の整 

備に努めます。 

 

■ 社会教育施設の整備の推進 
①令和５年３月に夢咲くら館が開館したことに伴い、佐倉図書館跡地の駐車場整備工

事を進めます。 

➢ 【新規】埋蔵文化財の発掘調査 

➢ 【新規】佐倉図書館跡地駐車場整備工事 

 

②公民館や図書館など、社会教育施設の整備・修繕を進めます。 

➢ 【継続】佐倉南図書館空調設備等についてESCO事業による維持管理 

➢ 【継続】臼井公民館空調設備等についてESCO事業による維持管理 

 

③新型コロナウイルス感染症感染防止対策を講じた図書館運営を行うとともに、利用 

者の利便性向上を図ります。 

➢ 【継続】全図書館の図書資料、視聴覚資料にRFIDタグを貼付 

➢ 【継続】自動貸出機、自動返却機、蔵書点検機器等のRFID関連機器の活用 

➢ 【継続】図書除菌機を用いた図書の除菌消臭・清掃 

 

④市立美術館施設の整備を推進します。 

➢ 【継続】空調設備についてESCO事業による維持管理 

➢ 【新規】非常用照明設備の修繕 
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（８）歴史・文化資産を保全・活用します 

市民の財産でもある貴重な文化財を次代へ継承するため、その保全に努めます。ま

た、埋もれた歴史文化資産を掘り起こし、市民文化資産への登録などをとおして新た

な佐倉の魅力の創出につなげていきます。また、関係機関と連携し、歴史的建造物等

の活用を進めていきます。 

 

■ 歴史文化資産の保全・活用 
①国指定史跡である井野長割遺跡の適切な維持管理を実施するとともに、史跡の保存整

備について整備検討委員会を開催し、検討を進めます。また、学校や市民大学等への

講師派遣などを通して普及活動に努めます。 

 

②史跡を共有する酒々井町と共同で国指定史跡である本佐倉城跡の適切な保存・整備

を進めるとともに、本佐倉城跡の周知・普及を図ります。 

 

③歴史的建造物の調査を実施し、文化財指定や登録につなげ、保存と活用を図ります。 
➢ 旧平井家住宅の適切な維持管理及び修繕の実施 

 

④埋蔵文化財等の保全・整理や調査研究を進めるとともに、市内外の教育機関・研究者

からの活用の要望に対応するために埋蔵文化財や民具等の歴史民俗資料の整理・修復

を通して、市の歴史文化の周知・普及を図ります。 

 

⑤地域住民に継承された文化資産を選定し、地域住民と共に市内の文化資産を保護しま

す。また、市民文化資産の周知を行うことで、佐倉の歴史文化の普及を図ります。 

➢ 市民文化資産運用委員会の開催 

 

⑥登録有形文化財の所有者・管理者の負担を軽減し、文化財の適切な保存・整備を図り、

市民の財産である文化財を次代に継承します。 

➢ 登録有形文化財制度の周知と登録物件の活用推進 

➢ 佐倉学の学習を支援 

➢ 【継続】文化財保存活用地域計画の策定 

➢ 【継続】ミレニアムセンター佐倉における歴史・文化財に関する資料の展示 

➢ 【継続】佐倉の祭礼用具の修復の補助 

➢ 【新規】指定文化財（建造物）の修繕・防犯設備設置の補助 

 
 

■ 佐倉の魅力の掘り起こし 
①歴史文化資産についての各種イベントを開催し、郷土への関心と愛着を高めるととも

に、文化財施設や史跡などの価値を発信し、佐倉市の歴史や文化を市内外に広めます。 

➢ 公民館・小中学校等の各種講座への講師派遣 

➢ 旧堀田邸、武家屋敷、佐倉順天堂記念館の特別公開の実施 

➢ 刊行物やリーフレット等による文化財普及活動の実施 

➢ 甲冑試着会の開催 

 

②佐倉ゆかりの作家に関連した美術展覧会を開催します。 

➢ 収蔵作品を中心とした郷土ゆかりの作家展の開催（年３回） 
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（９）芸術文化の普及を推進します 

市民音楽ホールや美術館における演奏会や展覧会の開催など、良質な芸術文化に触

れる機会を提供するとともに、市民による芸術文化活動を支援することにより、芸術

文化の普及を推進します。 

 

■ 芸術文化の普及の促進 
①芸術文化に関する情報や学習機会を提供するとともに、芸術文化活動団体を支援し

ます。 

➢ 文化情報誌『風媒花』の発行 

➢ 芸術文化団体への支援 

 

②佐倉市と学校法人女子美術大学等との連携共同に関する協定に基づき、教育・文化

の振興と発展、人材育成に資する事業を実施します。また、まちづくりや市民生活

の中に連携事業が生かせる取組を支援します。 

➢ 学校法人女子美術大学等との連携事業の実施 

 

③学校と市民音楽ホールが連携し、音楽に接することを通して、児童生徒の豊かな情 

操を養う機会を提供します。 

➢ 学校巡回音楽会の開催 

➢ 少年少女ハンドベル教室の開催 

 

④市民音楽ホールを音楽活動の拠点として、クラシック音楽を中心としたさまざまな 

演奏会を開催し、音楽に親しむ機会を提供します。 

➢ 小林愛実ピアノ・リサイタルの開催 

➢ 岡本誠司ヴァイオリン・リサイタルの開催 

➢ 森麻季＆NHK交響楽団室内楽コンサートの開催 

➢ 宮田大チェロ・リサイタルの開催 

➢ 瀧本実里フルート・リサイタルの開催 

➢ 吉田正記念オーケストラ演奏会 

 

⑤市立美術館を地域に根付く身近な教育機関として、また、令和５年３月に開館した夢

咲くら館の隣接施設として各種展覧会の企画・開催等を行い、美術に親しむ機会を提

供します。 

➢ 絵本作家「宮西達也の世界 ミラクルワールド絵本展」の開催 

➢ 絵本作家「Junaida IMAGINARIUM展」の開催 

➢ 陶芸家「和田 的 展（仮）」の開催 

 

⑥広く美術の振興を図るため、市民参加型の展示やワークショップ等を開催します。 

➢ 対話による美術鑑賞プロジェクト ミテ・ハナソウの実施 

➢ 新春佐倉美術展の開催 

➢ ミュージアムコンサートの開催 

    

 

■ 市民の芸術文化活動への支援 
①市民が企画運営に参加・参画する各種事業や行事を開催するとともに、共催や後援に
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よる協働事業を推進します。 

➢ 市民文化祭の開催 

➢ 新春佐倉美術展の開催 

 

②市立美術館の市民ギャラリーやホールを地域の芸術文化活動の発表の場として提供し 

 ます。 



 

 

 
 

佐倉市教育委員会の組織 
 

 名称 班名 電話番号 

事務局 

教育総務課 

教育総務班 ４８４－６１８２ 

企画財務班 ４８４－６１８３ 

施設班 ４８４－６１８４ 

学務課 
学事班 ４８４－６１８６ 

学校管理班 ４８４－６２１９ 

指導課 
指導班 ４８４－６１８５ 

保健給食班 ４８４－６１９３ 

社会教育課 
振興班 ４８４－６１８９ 

企画人権教育班 ４８４－６１８９ 

文化課 
文化振興班 ４８４－６１９１ 

文化財班 ４８４－６１９２ 

 
 

 名称 電話番号 名称 電話番号 

施設 

教育センター 486-2400 中央公民館 485-1801 

佐倉図書館 485-0106 和田公民館 498-0417 

志津図書館 488-0906 弥富公民館 498-0860 

佐倉南図書館 483-3000 根郷公民館 486-3147 

市民音楽ホール 461-6221 志津公民館 487-5064 

市立美術館 485-7851 臼井公民館 461-6221 

市立幼稚園３園、市立小学校２３校、市立中学校１１校 

 
 

 名称 内容 電話番号 

教育相談 

教育センター 学校教育 佐倉東小学校内 486-2400 

教育電話相談室 教育全般 
ルームさくら 佐倉教室 484-6611 

ルームさくら 志津教室 489-1002 
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